
障害者団体・協会などに問いあわせるか下記事務所までお申し込みください。（10冊まで）
ご住所・お名前・障害の有無を記載して、1冊につき400円分（送料込）の未使用切手を同封のうえ送付ください。
  送付先 ： 〒164-0014 東京都中野区南台2-51-7-707号室　NPOベターコミュニケーション研究会
11冊以上をお申し込みの場合は、1冊につき360円（送料込）を

  郵便振替口座  口座番号00130‒2‒41109  ベターコミュニケーション研究会　または
  ゆうちょ銀行店番008  普通預金4022355  特定非営利活動法人NPO法人ベターコミュニケーション研究会
までお願いいたします。

挨拶「情報を分け合いましょう」理事長・中園秀喜/増加している難聴児・者/難聴者の体験談/「難聴と
は」高岡正/人工内耳「体験的聴能論」鈴木克美/補聴器などの適用範囲/補聴器、人工内耳、助聴器の
違いは？/補聴器、助聴器、人工内耳で難聴は治せません/補聴機器や周辺機器を勧められたら/それ
でも生活支援機器も必要/コミュニケーション機器/テレビ視聴/通信機器/アクセサリー（助聴器を含
む）/合図・呼出/火災警報器/目覚まし/集中監視/使用者の体験(補聴器)/使用者の体験(生活機器)/身
体障害者手帳申請/福祉法補聴器・日常生活用具の種類/補聴器・日常生活用具の交付・給付までの手
順・疑問の多い福祉法は見直しを/政府や自治体に働きかけることが大切/相談機関など/「手話の勧
め」高山亮太/補聴器販売店などは悩める難聴児・者の支援者に/押さえておきたい/7つの『大切』

詳しくは　「難聴者、自立を」 - 補聴器、生活支援機器編 -　をご覧ください。生活に役立つ情報満載。
A4/フルカラー/36頁/1冊400円（税込・11冊以上360円）/2月25日発売予定

あなたの要望を伝えよう!!あなたの要望を伝えよう!!

百聞は一見にしかず…

WHO（世界保健機構）では40から69デシベルの軽度難聴
児・者も福祉の対象にしています。日本は70デシベル以上を
対象にしています。そして補聴器、人工内耳などを給付してい
ます。日本は厳しいですね。

地方から変わり始めています。40から69デシベルの軽度難聴
児・者にも給付する自治体も増えています。例えば、補聴器は
秋田県、大阪府、三重県、岡山県など。年齢に関係なく軽度難
聴児・者にも給付する所は大田区、川崎市など。

棚からぼた餅式にふってわいた物ではありません。手話通
訳・要約筆記制度や補装具・日常生活用具も聴覚障がい
者の生活の不便さから要求となり、地域の要求活動となり、
全国的な運動となりました。聴覚障害者団体や親の会など
が頑張りました。
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掲載内容

※本紙掲載の図面・イラストは中園秀喜講演用パワーポイントから引用

編集 中園秀喜、監修 田中美鄕

WHO（世界保健機構）では40から69デシベルの軽度難聴 地方から変わり始めています。40から69デシベルの軽度難聴


